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会 議 名 

（審議会等名） 
令和４年第２回小金井市農業委員会の会議 

事 務 局 

（担 当 課） 
農業委員会事務局 

開催日時 
令和４年２月１８日（金） 

１５：３０～１６：０５ 

開催場所 小金井市役所第二庁舎８０１会議室 

出 

席 

者 

委 員 
鴨下重雄、大久保勝盛、阪本啓一、鴨下輝秋、髙橋

金一、髙杉隆行、井寺喜香、大澤一浩、大堀金義 

その他  

事務局 高橋事務局長、山﨑係長、江平主任 

欠席者 

岸野有次、髙𣘺博、髙橋正弘、松嶋あおい、渡邉雅

毅（新型コロナウイルス感染拡大防止のため人数を

減らしての縮小開催） 

傍聴の可否 
 

可・不可・一部不可 傍聴者数 ０人 

傍聴不可・一部不可の場

合は、その理由 
個人情報保護による 

会議次第 別紙のとおり 

提出資料 別紙のとおり 

そ の 他 別紙のとおり 
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１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 会期の決定 

議   長  会期は本日一日とさせていただきます。 

 

４ 会議録署名委員の指名 

議   長  会議録の署名委員を指名します。 

  〔１３番〕大澤一浩委員、〔３番〕鴨下重雄委員にお願いします。 

 

５ 議案の審議  

 ⑴ 第 1号議案 

  ① 農地法第３条について 

   （今回はありません。） 

 ⑵ 第２号議案 農地法第４条、第５条に基づく転用届出について 

  ① 農地法第４条について 

   （今回はありません。） 

  ② 農地法第５条について 

   （今回はありません。） 

 ⑶ 第３号議案 その他の事項について 

  ① 引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

引き続き農業経営を行っている旨の証明について事務局より説明を

お願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局より報告をお願いしま

す。 

 

報告いたします。こちらの農地は自宅の北側にあります。露地では

多品目の野菜やブルーベリーなどを生産しており、パイプハウス２棟

では、夏はトマト、キュウリ、葉物等を生産し、冬はコネギ、ホウレ

ンソウ、江戸東京野菜のシントリナや伝統コマツナなどを生産してお

ります。 

販売先は、庭先販売、ＪＡ、スーパー、学校給食などで、草の管理

も適切に行われており、肥培管理も問題ないことから証明することに
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議   長 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

問題ありません。 

 

事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

 無いようですので、この件につきましてはご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

  

２件目について事務局より説明をお願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局と地区担当委員より報

告をお願いします。 

 

この畑は、１件目の届出者の母親の農地となります。自宅南側の畑

は、ブロッコリー、ルバーブなどを生産しております。自宅北側の畑

は、時期に合わせて多品目の露地野菜やルバーブを生産しております。

また、養蜂も行っており、ハチミツを生産しております。自宅離れの

加工場でハチミツを瓶詰めし、ＪＡや庭先にて販売しております。 

最後に、自宅から少し離れた畑では、ハクサイやネギの収穫が終わ

ったところでしたが、その他、レモン、ブンタンなどの柑橘類やクリ

を生産されております。いずれの畑も肥培管理に問題ないことから証

明することに問題ありません。 

 

 

 事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

無いようですので、この件につきましてご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

 

３件目について事務局より説明をお願いします。 

 

〔事務局説明〕 
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議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

事務局より説明が終わりましたので、事務局と地区担当委員より報

告をお願いします。 

 

報告いたします。自宅西側と南側にある農地となります。自宅と農

地の間に水路があり、そちらは相続税の納税猶予適用除外となってお

ります。 

畑は、自宅西側でカキを生産し、自宅南側は植木が中心で植木の間

に野菜を生産しております。植木の販売が厳しい中、クスノキなど数

本の買取先が決まっているとのことでした。その他、ミカン、プルー

ン、グレープフルーツなどの果樹の生産もしております。販売先は、

庭先販売で、草の管理も適切に行われており、肥培管理も問題ないこ

とから証明することに問題ありません。 

 

 事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

無いようですので、この件につきましてご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

  ② 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

委   員 

 

議 長 

 

 

 

 相続税の納税猶予に関する適格者証明について事務局より説明をお

願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局と地区担当委員より報

告をお願いします。 

 

報告いたします。農地全体がクリ畑になっており、一部枯れたクリ

の木を植え替えながら生産されております。販売先は、和菓子屋や近

隣の方へ販売しています。肥培管理に問題ないことから証明すること

に問題ありません。  

 

事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

無いようですので、この件につきましてはご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 
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議 長 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

  ③ 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

委   員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について事務局

より説明をお願いします。 

 

 

〔事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局と地区担当委員より報

告をお願いします。 

 

報告いたします。申出者の夫は、９０歳で亡くなられ、従事できな

くなるまで、植木の生産を行っておりました。こちらの畑は、植木畑

と野菜畑で、ＪＡにユズやミカンを出荷しております。  

現在も良好な肥培管理が維持され、従事者として証明することに問

題ありません。 

 

事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

無いようですので、この件につきましてはご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

  ④ 生産緑地の取得の斡旋について 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 生産緑地の取得の斡旋について事務局より説明をお願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

 事務局より説明が終わりました。この件について、ご質問等ござい

ますか。 

 無いようですので、地区担当委員におかれましては、取得を希望す

る農家の方がいらしたら、次回の会議までに事務局へ連絡をお願いい

たします。 

６ 協議事項 

議 長 

 

 

 

 協議事項について事務局より説明をお願いします。 

 

〔⑴小金井市農業振興計画（案）に対する意見及び検討結果について〕 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

小金井市農業振興計画（案）に対するパブリックコメントを令和３

年１２月２７日から令和４年１月２６日まで行い、２人から１１件の

ご意見等がありましたので、そのご意見等に対する検討結果案をお示

ししております。検討結果案に対するご意見がありましたら事務局ま

でお願いします。また、ご意見を基に修正した内容については、会長、

農政部会長及び副部会長にご確認いただいた上で市ホームページにて

公表する予定です。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

無いようですので、この件につきましてはご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

ご異議ないようですので説明のとおりに進めてください。 

 

その他ご質問等ございますか。 

無いようでしたら次へ移ります。 

７ その他 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 その他について何かございますか。 

 

〔⑴特定生産緑地申請状況の報告について〕 

 

 特定生産緑地申請状況の報告になります。また、特定生産緑地への

申請後に相続が発生した等のご相談がありましたら事務局までご連絡

ください。 

 

〔⑵台風、雪等による被害状況の情報収集について〕 

 

台風や雪による農作物やパイプハウスなどの農業用施設の被害状況

を東京都農業振興事務所が情報収集しております。 

過去にも雪の被害でハウスの倒壊や損傷があった際、補助金を活用

し修繕したケースもございます。 

農作物の生産、販売に影響がでる被害があった方がいた場合は、事

務局までご連絡をいただくなど、被害状況についての情報取集にご協

力ください。 

 

 他にございますか。 

 無いようでしたら、これで令和４年第２回農業委員会の会議を終了

させていただきます。 
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令和４年第２回小金井市農業委員会の会議次第 

 

日 時 令和４年２月１８日(金) 

午後４時 開会 

場 所 小金井市役所第二庁舎８０１会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 会期の決定 

 

４ 会議録署名委員の指名 

 

５ 議案の審議 

⑴ 第１号議案 農地法に基づく許可申請について 

  ① 農地法第３条について・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

⑵ 第２号議案 農地法に基づく農地の転用届出について 

 ① 農地法第４条について・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

 ② 農地法第５条について・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

⑶ 第３号議案 その他の事項について 

 ① 引き続き農業経営を行っている旨の証明について・・・・ ３件 

 ② 相続税の納税猶予に関する適格者証明について・・・・・ １件 

 ③ 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての 

証明について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １件 

 ④ 生産緑地の取得の斡旋について・・・・・・・・・・・・ ２件 

  

６ 協議事項 

 ⑴ 小金井市農業振興計画（案）に対する意見及び検討結果について 

 

７ その他 

  

８ 閉 会 


